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令和５年門審第２８号 

裁    決 

漁船Ａ防波堤衝突事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官小林努出席のうえ審理し、次

のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａの小型船舶操縦士の業務を１か月停止する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和４年１２月７日０５時５０分 

 大分県松浦漁港 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 漁船Ａ 

  総 ト ン 数 １７トン 

  登 録 長 １８.８０メートル 

  機 関 の 種 類 ディーゼル機関 

   漁船法馬力数 ５４０キロワット 



- 2 -

３ 事実の経過 

Ａは、船体中央部に操舵室を配し、同室前部中央に磁気コンパスを、

その右舷側にレーダー及び機関遠隔操縦レバーを、左舷側にＧＰＳプ

ロッター及び魚群探知機をそれぞれ装備し、舵輪を取り外してダイヤ

ル式の遠隔操舵装置を備え、磁気コンパスの後方に椅子を設置した、

大中型まき網漁業に灯船として従事するＦＲＰ製漁船で、ａ受審人が

単独で乗り組み、操業の目的で、船首０.５メートル船尾１.６メート

ルの喫水をもって、令和４年１２月６日１７時００分松浦漁港を発し、

大分県鶴御埼南方沖合の漁場に向かった。 

ａ受審人は、１８時００分魚群探索を始め、翌７日００時００分鶴

御埼南方沖合７海里で魚群の反応を得て操業を行った後、０４時３０

分漁場を発進して帰途に就いた。 

ところで、松浦漁港は、佐伯湾南西部に位置する港口が北方に開い

た漁港で、港奥の東側にはＡが係留する沖松浦泊地があり、港奥の西

側には陸岸から北東方に約６０メートル延びる大西防波堤が築造され

ていた。 

また、ａ受審人は、１日の睡眠時間が平均６時間ないし７時間で睡

眠不足ではなかったものの、操業に魚群探索を含めて約１０時間を要

したので、漁場発進時、疲労を感じていた。 

ａ受審人は、０５時４４分頃大分県大崎鼻北方沖合に至ったところ

で、操業による疲労から眠気を感じながら松浦漁港に向けて南下し、

ＧＰＳプロッター及びレーダーをそれぞれ作動させ、椅子の前方に立

った姿勢で入航操船に当たり、０５時４７分少し前松浦港沖松浦沖防

波堤灯台（以下「沖防波堤灯台」という。）から３３２度（真方位、

以下同じ。）９２０メートルの地点で、針路を１６０度に定め、機関

を回転数毎分９００に掛けて９.０ノットの速力（対地速力、以下同
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じ。）で、手動操舵によって進行した。 

０５時４８分少し前ａ受審人は、沖防波堤灯台から３２８度６３０

メートルの地点に達したとき、強い眠気を催すようになったが、間も

なく着岸するので、まさか居眠りすることはないものと思い、外気に

当たり立ったまま操船を続けるなど、居眠り運航の防止措置を十分に

とることなく、足のだるさも感じて椅子に腰を掛けた姿勢になって続

航した。 

ａ受審人は、遠隔操舵装置のダイヤルを操作しながら椅子に腰を掛

けたまま進行し、０５時４８分半僅か前沖防波堤灯台から３２５度 

４８０メートルの地点に至り、間もなく居眠りに陥り、右舵がとられ

た状態で緩やかに右回頭を始めた。 

こうして、ａ受審人は、右回頭しながら大西防波堤に向かって続航

し、０５時５０分沖防波堤灯台から２６０度３００メートルの地点に

おいて、Ａは、船首が２０３度を向いたとき、原速力で、大西防波堤

に衝突した。 

当時、天候は晴れで風力２の南西風が吹き、潮候は上げ潮の末期に

当たり、視界は良好であった。 

衝突の結果、船首部に圧壊を生じ、大西防波堤は上端部にコンクリ

ートの欠損等を生じたが、後にいずれも修理された。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件防波堤衝突は、夜間、松浦漁港において、沖松浦泊地に向けて航

行中、居眠り運航の防止措置が不十分で、大西防波堤に向かって進行し

たことによって発生したものである。 

 ａ受審人は、夜間、松浦漁港において、立った姿勢で操船に当たり、

沖松浦泊地に向けて航行中、強い眠気を催すようになった場合、居眠り
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運航とならないよう、外気に当たり立ったまま操船を続けるなど、居眠

り運航の防止措置を十分にとるべき注意義務があった。ところが、同人

は、間もなく着岸するので、まさか居眠りすることはないものと思い、

居眠り運航の防止措置を十分にとらなかった職務上の過失により、椅子

に腰を掛けた姿勢になって居眠りに陥り、右舵がとられた状態で緩やか

に右回頭しながら大西防波堤に向かって進行して衝突する事態を招き、

船体及び同防波堤にそれぞれ損傷を生じさせるに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１か

月停止する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和６年３月２６日 

     門司地方海難審判所 

審 判 官  上  田  容  之 


